
シル バ ー 人 材 セ ンター を利 用 さ れ る発 注 者 の 皆 さ まへ

令和 5年 5月 12日 に、いわゆる 「フ リーラ ンス法」 (「 特定受託事業者 に係 る取引

の適正化等 に関する法律」)が公布されま した。 この法律の趣 旨※を踏まえ、また

フ リーラ ンス法の施行 (令和 6年 11月 施行 )に伴 い、 シルバー人材セ ンターの会

員 に業務委託する契約 について、契約方法の見直 しを行 います。

シルバー人材 セ ンターを通 じて会員が就業機会の提供 を受 ける現行 の契約方法 で

は、発注者 と会員との間に直接関係が生 じる構造 となつていません。

このため、フ リーラ ンスに位置づ けられ る会員が法 による保護 を受 け、安心 。安

全 に就業でき る環境 を整備す る必要が あ り、厚生労働省 か らも、 シルバー人材セ

ンターの契約方法 について見直 しを行 うよう方針が示されています。

シルバー人材 セ ンターを利用 され る発注者の皆 さまにおかれ ま しては、契約方法

の変更についてご理解をお願 いいた します。

■見直 しの イメージ
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※フリーランス法とは?

個人が事業者 (特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)と
して受託 した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者

に業務委託をする事業者 (特 定業務委託事業者。いわゆる発注者)に 対 して、給付の内容

(い わゆる報酬)そ の他の事項の明示が義務付けられています。
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現 行 で は、発 注者 は シル バ ー人 材 セ ンター に対 し、業 務 一 式 を業 務 委 託 契 約 して

いま したが、今後 は以下 の① と② の内訳 で発注 す る ことにな ります。

① シル バー人材 セ ンター に対 す るマ ツチ ングや調整等 の業務委託

(シ ル バー人材 セ ンター利用契約 )

②会 員業 務委託契約 (依頼 す る仕事 )

な お、契 約 方法 の 見 直 し後 にお い ても 、 シル バー人 材 セ ンター は これ まで と変 わ

らな いサ ー ビスを提 供 します の で 、発 注 者 の皆 さ ま は、 これ まで どお り、安 心 し

てシルバー人材 セ ンターをご禾」用 <だ さ います よ うお願 い します。

■発注依頼 か ら業務終 了までの主 な流れ

発注の準備

【新】

センター利用契約

の締結

【楽斤】
会員への就業条
件の明示と業務
委託契約の成立

【新】

業務委託料の

請求

【新】

適格請求書の

発行

現行と変更ありません。

(セ ンターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様など
を調整 します。 )

手続き |ま 現行と変更ありません。

なお、変更点は、センターを利用 して会員に業務委託することに係
る契約内容となり、センターは主に、仕事 と就業する会員とのマツ
チングや総合調整を担うことになります。

新たな内容となりますが、センターで対応 しますので、発注者の作
業は発生しません。
フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業
務仕様に基づき、就業条件を記載 した 「会員業務仕様書」を作成
し、マツチングの際に会員に案内します。

会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委
託契約が成立する仕組みとなります。

新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。
変更点は、センターヘの業務委託料と会員への業務委託料に分かれ
た内訳となります。センターがまとめて請求 しますので、手続きは

変わ りません。

センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行 します。
会員分の業務委託料に係る適格請求書は原貝J発行できません。

※ 3面参照



シル バ ー人材 セ ンターが発 注者 か らいただ く料 金 は、 「会 員業務委 託料 (会 員 が手 にす

る報酬 )」 「セ ンター業務委託料 (事 務 費 )」 の 2つ で構 成 され て い ます。 この うち、
「会 員業 務委託 料 」 につ いて は、新 たな契 約方法 で は、セ ンターを経 由す るものの、発

注者が会 員 に対 して支払 う形 とな ります。

その ため、セ ンター は、 「セ ンター業務 委 託料 」の分 につ いて は消 費税 に係 る適格請 求

書 (イ ンボ イス )を 交付 しますが 、 「会 員業務委託料 」の分 について は交付 す る ことが

でき ませ ん。 この場合 、本来 であれ ば会 員 が 「会員業務委託 料 に係 るイ ンボ イス」を交

付 す る立場 にな りますが 、会員 は基 本 的 に年 間の課税 売上 高 が 1,000万 円以下 の 「消 費

税免税事業者 」で あるため イ ンボイスを発行 す ることができません。

セ ンターが発行 す る請 求書 には、次 の とお り料金 の 内訳 を記載 して い ますので ご留意 く

ださい。

①

　

②

適格請求書分・

非適格請求書分

センター業務委託料

会員業務委託料

料 金 に 係 る 消 費 税 の 課 税 関 係

＼   、
＼  ＼
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妻尋蒼鷲季顧賞窺基基慈栗答ミ負＼
＼

＼

※発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であつてもこれまでの消費税納税の

取 り扱いと変更はありません。

①個人や家庭など事業者ではない者 :消費税申告納税対象外 (納税義務対象外)

②簡易課税制度を選択 している事業者 :消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこ

れまでと同じ取り扱い

③官公庁などの一般会計による事業 :みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い

センター業務委託料

センター業務委託料分についてインポイス交付

｀ ゝ 会員
/(免

税事業者)



我が国におl■る働き方の多様化   ぼ み、個人が事業者とL運賣託した 務に安定的ビ従事するこ

とができる環境を機備するため、特定受話事業者 ll係る取弓闘 正化晨び特定受託  従事書の就
の  を図り、t3つ て幽農 済の 金な発農に寄与することを目的として、特定受礼覇業者に  姜託を

する 業者について, 定受託事業者の結付の内容その他の蓄理の明示を義務付ける等の措置を講ずるこ

■.対象となる議事者 書取弓lの定義

(1)『特定受託 業者」とは、  晏講の機季方である事業者であつて従業員を使用しないものをしう 。

(2)騰 定受  務従覇者Jとは、特定受縄事業者である個人及鶴 定受託事業者である法人の代表蓄

をいう。

(3)「業務委話」と|ま、事業者がその事業のため|こ
/1tの事業者に物品の製造、情報成果 の作成又は役

務   社委託することをいう。

(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業数 あつて、   を使用す

るものをいう。

来『   」|こ は、短時間・短 聞等の一時的に睡購き申 ま含まないこ

2.特定受託  奮I=係る取雹|の続T化

(1)特定受講事業者に対し業務委蠅をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、  の雛等を 面又

は  的方法 |こより明示しなけlltばならないもめとする。

X  農を  してL・Iなtl事業者が特定受  業者に対し業務委証を行うと華についても同様とするQ

(2)特定受記  者の給付を受領した日から60日 以内の報酬支払鶏目を設定し、支払わなければなら

ないものとする.(再 託ぬ場合には、 注元から支払いを受ける期日から30騰 以内)

(3)特定受託  者との業務委託 (酸令で定める期間以上のもの)1週間し、①～〔]鯖 為をしては機

なもヽものとし、0・ ②の行為によって特定受託  者の利益を不当1意 してはならないものとする!

機 特定受託事業者の賛めに帰すべき事由なく  を拒否すること

② 特定受話事業者の壼めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

□ 特定賢託寧業者の貴めに帰すべき事由なく返品を行うこと

0  常相場に比べ彗缶く低もヽ報酬の種を不当:こ定めること

0 正当な理曲なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

0 自己のために金餞、役構その他の経済上のlll釜を提供させること

② 特定受託事業者の資めに障すべき事由なく内響猛変更させ、又はやり鷹さ輔 こと

3.特定受話攣務従事者の就業環境鍛整編

(1)広告等 1こ より   報を提供するときは、虚備の墨示難 してl-8な らず、正確かつ雛新⑮内 ll~保

たなければならなもヽものとする。

(2)特定嚢託事業者が書児介  と両立して轟欝委託 (政令で定める期間以上のもの幻以下「継続的業

務委託J)に儀る業務を行えるよう、申出に応じて必要な罰 をしなければならないものとする。

(3)特定受託業欝従事者|こ対する/tラ スメント行為:こ係る相談対応響必要な体制鰹備等の措置を調じな
ければならないものとする。

(4)瀬  的   託を中  除する場合等には、原則として、中途解除国等の30日前まで |ご特定受託

事業者|こ対し予告しなければならないものとする.

4.違反した場合等の対応

公正勲弓1委興会ミ中小企叢庁長官又は厚生掛動大臣|よ、特定業務委託事業者讐に対し、理反行為|こつ
|

い慟 竃、指 、報告機1貫・立入  、勤告、公表、命令をすることができるものとする。      |
鐘命令選反及   拒否等に対l_F、 50万円以下の罰壼:こ処する。法人両罰規定あり。            |

5,国が行う相   等の取組

回は、特定受託事業種に係各摯弓|の週正fL及び特定受話業務従豪者の    の整備に資するよう、

相談対応などぬ必要な体市1の  書の構置を鐵ずるものとTる .

軍■ 公布の国から違算して1年 6月を超えない範囲内において政令確定める日


